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「広報かけがわ」多言語対応　ポルトガル語や英語で読める！聞ける！

■Multilingual version of the “Public Information Magazine of Kakegawa” is now available on a “Digital Book”!
■A versão em português do Informativo de Kakegawa se tornará “Digital Book”!ポ

市公式 Facebook
広報担当が取材した記
事を中心に更新

子育て情報サイト「かけっこ」
健診・予防接種、イベント、
子育てアドバイスなど幅広
い情報満載

市公式 X（旧Twitter）
市のイベントや防災情
報などを発信

風水害・地震・津波対策寄附金
多くのご支援

ありがとうございます

危機管理課（☎21-1131）
令和6年2月１日現在の寄付金額

 区分 件数 金額（円）
 個人 5 107,000
 法人 63 33,825,292
 団体 53 2,054,001
 合計 121   35,986,293
みなさんからいただいた寄付金
の最新情報などは、二次元コード
または市ホームページ下部の「注
目ページ」からご覧いただけます。
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3月1日（金）～7日（木）は
子ども予防接種週間

　健康医療課
（☎23-8111・FAX23-9555）

入園・入学に備えて必要な予防接種
を済ませ、病気を未然に防ぎましょう。
年長児は麻しん風しん混合（MR）ワ

クチン2期、小学6年生はジフテリア・
破傷風（DT）2種混合ワクチン、日本脳
炎ワクチンの予防接種が未接種の方
は、早めに接種しましょう。不明な点は
お問い合わせください。

高天神社例大祭
　掛川観光協会大東支部

（観光交流課内・☎21-1121）

高天神城を守護していた高天神社
の祭礼です。東峰にあった神社を西峰
に移したことに始まり、年に1回3月最
終日曜日に東峰に神様が里帰りされ
る行事として行われます。神事の他、
古式火縄銃の炮術演武などが予定さ
れています。
北口の門前では、農協や掛川みなみ

商工会の協賛ブースなどが出店しま
す。
とき　3月31日（日）
ところ　高天神社（上土方嶺向）
内容　午前10時30分～御神楽奉納
正午～古式火縄銃の炮術演武
午後2時～御神輿渡御行列

■無料シャトルバス（定員31人）
掛川駅南口発
9：30、10：30、13：30、14：30、16：00
高天神城跡発
10：00、13：00、14：00、15：30、16：30

手話奉仕員養成講座
受講生募集

　福祉課（☎21-1215）

聴覚障がい者の置かれている状況
や生活を理解し、手話の基礎知識や聴
覚障がい者との日常生活に必要な技
術や表現方法などを習得する講座で
す。
とき　4月5日（金）～令和7年2月7日
（金）
講座　毎週金曜日　午後7時30分～
9時（全40回）
講義　5月12日、6月30日、10月6日
の日曜日

ところ　市役所4階会議室
対象　高校生以上の市内在住または 
在勤、在学の方（事前学習にネット環
境が整備されていることが望まし
い）。
定員　20人
参加料　無料（※別途テキスト代およ
び視聴サイト料6,050円）
持ち物　筆記用具
申込方法　3月24日（日）までに、ホー
ムページ内申込フォームで
申し込み（申込順）

国民年金保険料前納制度
　　日本年金機構掛川年金事務所
（☎21-5524音声案内2→2）

国民年金制度には、一定期間の保
険料を前払いすることで割引される
「前納制度」があります。令和6年度の
納付書による割引額は次のとおりで
す。
・2年前納 … 15,290円
・1年前納 … 3,620円
・6か月前納 … 830円
1年前納および6か月前納に使用す

る納付書は、案内書に同封されていま
す。2年前納の場合は、別途申し込み
が必要です。希望される場合は、4月
15日（月）までに掛川年金事務所へご
連絡ください。
納付書での前納は、4月30日（火）ま

でにお納めください。

介護相談員募集
　長寿推進課（☎21-1363）

介護相談員は、介護施設などを訪問
し、サービス利用者の相談に応じたり、
本人に代わって事業者に伝えたりし
て、疑問や不安を解消するための手助
けをします（月2回程度・不定期）。
応募資格　次の要件を全て満たす方
①市内に住む成人で、高齢者介護に
理解と関心を持っている②介護など
の業務または福祉活動（ボランティ
アなどを含む）の経験があり、3年以
上従事できる③普通自動車運転免
許を持っている④パソコン操作がで
きる（ワードでの文章入力程度）⑤市
の指定する介護相談員養成研修を
受講できる⑥現在、介護保険サービ
スを提供する業務に携わっていない
募集人数　若干名
報酬　1回3,000円
応募方法　市販の履歴書に記入し、 4
月12日（金）必着で郵送（〒436-86 
50長谷1-1-1）または市役所1階長 
寿推進課に直接提出
選考方法　書類審査および面接
結果発表　応募者全員に文書で通知

戸籍証明書広域交付が
始まります

　市民課（☎21-1141）

戸籍謄本や除籍・改製原戸籍謄本が
本籍地の市区町村のほか、3月1日
（金）から、お近くの市区町村窓口で請
求できるようになります（掛川市の場
合は、本庁のみ）。
請求できる戸籍証明書　戸籍謄本  
（戸籍全部事項証明）、除籍謄本（除
籍全部事項証明）、改製原戸籍謄本

※一部コンピュータ化されていない戸
籍は除きます。
請求できる人　本人などの請求に限
る （第三者請求は不可）

※郵送・代理による請求はできませ
ん。写真付き身分証明書で本人確
認します。
手数料　申請窓口となる市区町村の
手数料条例のとおり

※掛川市の場合は、戸籍謄本1通450
円、除籍・改製原謄本1通750円

4月2日は世界自閉症啓発デー
　発達相談支援センターのびる～む

（☎28-8017）

日本では4月2日～8日を「発達障害
啓発週間」とし、広く啓発活動が行わ
れています。市では、期間中の掛川城
を「癒やし・希望」をイメージした青色に
ライトアップの他、中央図書館などで
の展示を行います。
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3月1日（金）～7日（木）は
春の全国火災予防運動

　　予防課（☎21-6104）

春は火災が発生しやすい季節です。
次のことを徹底して火災を予防し、死
傷者の発生を防ぎましょう。
■コンロの火災
・周りに燃えやすいものを置かない。
・火を使用しているときは、その場か
ら離れない。離れるときは、確実に
火を止める。
■電気器具類の火災
・コンセント周りにほこりをためない。
・コードが傷ついていたり、束ねたり
したまま使用しない。
■田畑での野焼き行為
・乾燥注意報などが出ているときや
風の強いときは行わない。

・水バケツ・消火器の準備をする。
・火を消すまでその場から離れず、ひ
とりでは行わない。

（株）巧栄水道 （☎24‐7661）
（株）掛川水道設備 （☎24‐8055）
（株）まつだ配管 （☎26‐3261）
（株）浅岡工業 （☎24‐2611）
（有）諸星配管 （☎22‐2975）
（株）トダックス （☎26‐2161）
（有）松井管工 （☎23‐0581）
（株）マツイ健設 （☎23‐8691）
協和水道（株） （☎26‐1331）
（株）巧栄水道 （☎24‐7661）
（株）掛川水道設備 （☎24‐8055）
（株）まつだ配管 （☎26‐3261）
（株）浅岡工業 （☎24‐2611）

（有）土屋設備 （☎４8‐2093）
綱取管興 （☎48‐2004）
（有）林配管 （☎72‐5515）
（有）豊設備 （☎72‐5630）
（株）横山設備 （☎48-6561）
（有）浅岡管興 （☎48‐4221）
（有）エイケイ赤堀工事 （☎74‐3340）
（有）大城配管　　 （☎72‐4685）
（有）大澄設備 （☎48‐4476）
（有）北端工務店 （☎74‐2445）
シンワ設備（株） （☎24‐3３22）
（有）静管興業 （☎72‐4705）
（有）土屋設備 （☎４8‐2093）
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北　部（掛川区域） 南　部（大東・大須賀区域）

※宅地内の水道修理は有料です。 問水道課（☎21-1717）宅地内の水道修理の連絡先 （土・日・祝日） 3/2～4/7

水道メーターの交換に
ご協力ください

　水道料金お客さまセンター
（☎21-1715）

　水道課（☎21-1717）

水道メーターは、計量法により有効
期間が8年と定められています。期限
を迎えた水道メーターの交換にご協力
をお願いします。
とき　4月1日（月）～令和7年3月31日 
（月）
実施者　市指定給水装置工事事業者
※訪問時は市発行の「掛川市水道メー
ター交換契約事業者証」を携帯して
います。「水道メーター取替工事に
ついて（お願い）」の通知を提示また
は事前配布します。

※交換時は、原則立ち会いの必要はあ
りませんが、漏水などが確認された
場合は立ち合いをお願いします。水
道メーターの上には物を置かないで
ください。
費用　原則無料
※費用がかかる場合は事前に承諾を
得てから交換します。

空家等対策の推進に関する
特別措置法の一部を改正する

法律が施行
　都市政策課（☎21-1152）

通常、住宅の敷地には特例が適用さ
れ、土地の固定資産税が軽減（住宅用
地特例）されています。これまでは「特
定空家」（危険な空き家）に指定され、
市から改善の勧告を受けたものが特
例解除の対象でした。しかし、法改正
で新たに「管理不全空家」（特定空家に
なる恐れがある空き家）の定義が加わ
り、これによる勧告を受けた場合も特
例が解除されることになりました。住
宅用地特例が解除されると実質的な
税負担の増となります。
実家や自宅を空き家にしない、また

は空き家となっても放置しないために
は家族の話し合いが大切です。空き家
は放置せず、「仕舞う（除却）」・「活かす
（活用）」で住みよい街にしていきましょ
う。
詳細は、市ホームページを

確認または、都市政策課まで
お問い合わせください。
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